
    

 

 

 

 

通常の授業を再開します。 

突然の臨時休業から約 3か月半、学校も通常の授業がようやく再

開します。保護者の皆様におかれましては、年度末からさまざまにご協

力いただきましたことに感謝いたします。新型コロナウィルス感染症へ

の不安がなくなったわけではありません。学校でも引き続き予防の取組

を行いながら、子どもたちの教育活動を充実させていこうと考えていま

す。ご家庭におかれましても登校前の検温・健康観察、マスクの着用、

持ち物の管理等のご協力ありがとうございます。（忘れた時のマスクの

返却ありがとうございます。）引き続き取組の継続をお願いするととも

に、ご家庭でも「新しい生活様式」について、 お子さまと一緒に話して

いただければと思います。一日の生活リズムをきちんとするだけでも、

体調が整います。すっかりお休みモードになってしまっているお子さま

もいると思いますので、まずは朝食をしっかりとり、一日を元気にスター

トできるように、また、良質な睡眠を心がけ、健康に過ごしていきたいと

思います。保護者の皆さま、地域の皆さまのご理解とご支援・ご協力を

いただきますようお願い申しあげます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学 年 1 2 3 4 5 6 計 

児童数(6/1現在) 130 83 101 83 102 81 580 

15 月 通常授業開始 全校朝会 二測定(6 年) 

16 火 二測定(５年) 

17 水 二測定(４年)4 時間授業 １３：２０下校 

18 木 二測定(３年) 

19 金 二測定(２年) 

20 土  

21 日  

22 月 二測定（１年) 

23 火  

24 水 4 時間授業 １３：２０下校 

25 木 聴力検査（5年） 

26 金 聴力検査（３年） 

27 土  

28 日  

29 月 聴力検査（２年） 

30 火 聴力検査（１年） 

６がｔ 東丘小だより 
令和２年(2020 年)６月１５日発行 第７号 

校長 大森恵子 

校長 

 

暑さから身を守るために 

連日暑い日が続いています。暑くなり始めの時期や急に蒸し暑くな

る日は、熱中症が心配になります。本校では、熱中症予防として次の

ような対策を行っております。 

①エアコンの使用（感染症予防の換気のため窓を開けています。） 

②こまめな水分補給（水筒持参） 

→水筒の中身は水・茶だけでなく、スポーツドリンクや経 

口補水液も可とします。 なお、学校の水道水は水質検査の基準を

満たしています。水筒がカラになった時などは、そのまま飲むこと

が可能です。ただし、感染症の予防のため、水筒やコップに注いで

飲むようにしましょう。水筒を忘れた時は、保健室で紙コップをも

らってください。 

③室外遊びや外清掃の制限 

暑さ指数をＷＢＧＴ指標計で計測し、全職員に知らせるとともに、

校内放送等で注意を呼びかけます。 

→気温３５度以上を超えたとき、超えそうなときは、原則、室外遊

中止します。 

下校後も、気温が高くなっております。子どもたちの大切な命を

最優先に考え、気温の高いときは、家の中で過ごすよう、ご家庭で

もお話ください。過労、空腹、下痢、睡眠不足だと、より熱中症が

起こりやすくなります。規則正しい生活で体調を整えておくように

してください。 

 また、子どもたちにとって、朝食は非常に大切です朝の時間に余

裕を持って、必ず朝食をとって登校するようにお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「個人懇談」について（7月 6・７・10・13・14・16日 希望制） 

7 月に個人懇談を計画しています。限られた時間ではありま

すが、担任と保護者の方が学校やご家庭での子どもたちの様子

を話し合える機会としたいと思います。ご協力願いいたします。

※1学期の「授業参観・学級懇談会」については、新型コロナウィルス

イルス感染拡大防止の観点から、大勢の方が教室に集まる機会を避け

るために中止とさせていただきます。個別には、お子さまの学級での

様子を参観いただくことはかまいません。ご都合のよい時間にどうぞ。

２学期以降の学習参観等につきましては、その時の状況をみて判断し、

連絡させていただきます。 

 

 

（引き続きお願い）ご家庭でもお声掛けください。 

① 朝の健康観察をご家庭でも引き続きお願いいたします。体温を測っ

て、「健康観察カード」に記入してください。朝の時間に確認いたし

ます。 

② 学校でのマスク着用（熱中症予防のため運動する時や登下校時はは

ずします。ただし、人との距離を保つ） 

③ 手洗いの徹底 登校時、給食の前後、外から教室に入る時、トイレ

の後、給食の前後といった機会でのこまめな手洗いを徹底します。 

④ 正門は８時開門ですが、門の前で「密」な状態にならないように、

時間に幅を持たせて、登校をお願いいたします。 

当面の間、朝の時間、運動場での外遊びは行いません。 

⑤ 毎日持ってきてください。マスク（外した時しまう袋等も）ハンカ

チ ティシュ 水筒  汗拭きタオル  

⑥ 発熱等の風邪症状や体調がよくない場合には、ご家庭で過ごすこと

となりますので、緊急の連絡が取れるようにしておいてください。

（お迎えまでは別室で待機します） 

 

 

音楽の授業について      音楽科 花房 敬三 

ようやく、授業が制約を受けながらも再開しました。歌唱指導の禁止・リコ

ーダー指導の禁止・・。そこで、この条件の中で教科の指導をため、次のよ

うな授業からスタートしています。 ５・６年生の授業を例としてご紹介し

ます。普通の授業ができるようになれば、無理のない発声で素敵なハーモニ

ーを目指してコーラスのすばらしさやリコーダーの美しい音色でアンサン

ブルの楽しさを伝えたいと思っています。発展できれば大編成の器楽合奏へ

つなげたい。東丘の児童は、本来音楽性は素晴らしいものを持っているので、

何とかその音楽性を引き出して体感させてあげたいと思っています。 

① 楽典の苦手意識を払しょくする。（この機会だから） 

 「楽譜が読めません。」という発言が気になり、私はドレミ（階名）を書

いた楽譜を渡すのを避けてきました。徐々に子どもたちも自分から進ん

で読譜するようになってきました。そこで、新学期が明けて楽典の復習

から指導をしています。いろいろな音符や諸記号を交え、新曲でも楽譜

を見れば自分から進んで読譜することができるようになってきました。

これからは、諸記号の理解とト音記号・ヘ音記号への慣れていくようを

学習進めていこうと考えています。 

② 鑑賞教材の利用：新曲に関しては、模範演奏を聴かせ、鑑賞曲に関して

は、曲・作曲者の説明などをすることにしています。 

６月行事（６/１５～３０） 

6月 15日からの学校生活について  

変更があれば随時連絡いたします 

・教室・・・・座席配置は 1人席で、自分の席で静かに過ごしま

す。 

グループ活動やペア学習は当分行いません。 

・休み時間・・・運動場を使用できます。ボールや遊具を使っても

かまいません。ただし、遊んだ前後の手洗いの徹底を行いま

す。 運動場では、マスクを外して遊ぶので、マスクを保管する

マスクケースを持参してください。 

・給食・・・担任と子どもたちで配膳を行います。食事中は前を向

いて静かに食べます。 

・清掃活動・・・掃き掃除のみ子どもたちが行います。トイレ掃除

はしません。手洗い場やトイレなど共有で使用する場所は、引

き続き、職員が消毒作業を行います。 
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本年度の夏季休業日： 

８月８日（土） 

～８月２３日（日） 

※宿泊行事や運動会等に

ついては、豊中市教育委

員会の方針が、決定次第

連絡いたします。 
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(６月１日より実

施 １年生は６月３

日より) 

個包装のパンと牛乳 

ジャム等添加物 おかず

２品です。 

児童の健康診断について

は９月に実施予定です。 


